
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

検
認
の
お
知
ら
せ

現
在
交
付
し
て
い
る
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
は
、
平
成
1
4年

３
月
3
1
日
が
有
効
期
限
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
平
成
1
4年
４
月
１
日

か
ら
は
現
在
の
被
保
険
者
証
で
医

療
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
被
保
険
者
証
の
検
認
は
例

年
ど
お
り
各
自
治
会
長
さ
ん
に
取

り
ま
と
め
を
お
願
い
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
検
認
忘
れ
が
無
い
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

な
お
、
出
稼
ぎ
や
施
設
入
所
等

の
理
由
に
よ
り
、
個
別
の
被
保
険

者
証
が
必
要
な
場
合
は
、
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
修
学
の

為
に
個
別
の
被
保
険
者
証
が
必
要

な
場
合
は
合
格
通
知
書
又
は
在
学

証
明
書
等
の
証
明
を
添
付
の
う
え
、

申
請
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
個
別

の
被
保
険
者
証
が
必
要
な
場
合
や

自
治
会
長
さ
ん
が
回
収
さ
れ
る
際

に
被
保
険
者
証
を
提
出
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と

を
自
治
会
長
さ
ん
に
お
話
の
う
え
、

個
人
で
検
認
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

検
認
の
受
付
は
３
月
2
0
日
(
水
）
か

ら
役
場
保
健
民
生
課
保
険
係
に
て

行
い
ま
す
。

フ
ロ
ン

回

収
に

ご
理
解
を

「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
が
平
成

1
4年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
フ
ロ

ン
類
を
含
む
次
の
機
器
を
廃
棄
す

る
と
き
は
、
フ
ロ
ン
類
の
回
収
と

破
壊
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

Ｏ
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器

平
成
1
4年
４
月
１
日
以
降
は
、

知
事
の
登
録
を
受
け
た
回
収
業
者

に
、
費
用
を
負
担
し
て
フ
ロ
ン
類

の
回
収
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

Ｏ
カ
ー
エ
ア
コ
ン

平
成
1
4
年
1
0
月
3
1
日
で
の
政

令
で
定
め
る
日
以
降
で
廃
車
す
る

場
合
は
、
知
事
の
登
録
を
受
け
た

業
者
に
費
用
を
負
担
し
て
、
車
を

引
き
渡
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｏ
照
会
先

県
環
境
政
策
課
環
境
保
全
室

０
８
３－
９
３
３－
3
0
3
4

役
場
保
健
民
生
課
福
祉
衛
生
係

3
7
ー
２
１
１
１

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

購
入
費
補
助
金
制
度
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
着
用
が
義

務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に

伴
い
本
町
で
は
申
請
に
よ
り
、
補

助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
　
交
付
申
請
日
現
在
に
お

い
て
、
日
置
町
に
住
所
を
有
し
６

歳
未
満
で
あ
る
乳
幼
児
を
養
育
す

る
方
等
。
（
１
人
１
回
限
り
と
す
る
）

補
助
金
の
額
　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

卜
購
入
金
額
の
２
分
の
１
以
内
で
、

１
万
５
千
円
を
上
限
と
す
る
。

必
要
な
書
類
　
役
場
に
備
え
付
け

の
「
日
置
町
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

補
助
金
交
付
申
請
書
」

添
付
書
類
（
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

販
売
証
明
書
・
領
収
書
）

問
合
せ
先

役
場
総
務
課
企
画
情
報
係

３
７
－
２
１
１
１

介
護
保
険
Ｑ
＆
Ａ
３
８

０
．
２
月
号
の
広
報
で
、
低
所
得
者

の
介
護
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て
掲

載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
、
申

告
を
し
な
い
と
減
免
が
受
け
ら
れ
な

い
の
で
す
か
。

保
険
料
を
賦
課
す
る
と
き
に
収
入

等
が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

Ａ
．
介
護
保
険
料
は
、
被
保
険
者

本
人
及
び
世
帯
に
お
け
る
町
民
税

の
課
税
の
有
無
に
よ
り
５
段
階
に

設
定
が
さ
れ
、
こ
の
点
て
所
得
の

低
い
方
へ
の
配
慮
が
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

さ
ら
に
、
第
１
段
階
及
び
第
２

段
階
の
方
で
特
に
生
計
が
困
窮
し

て
い
る
方
に
つ
い
て
、
介
護
保
険

料
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
い
う

の
が
こ
の
度
の
減
免
措
置
で
す
。

こ
の
減
免
措
置
を
適
用
す
る
に

あ
た
っ
て
は
、
税
法
上
の
収
入
の

み
に
着
目
し
て
、
一
定
の
収
入
以

下
の
方
に
つ
き
一
律
に
減
免
措
置

を
講
じ
て
し
ま
う
と
、
正
確
な
負

担
能
力
を
個
々
具
体
的
に
判
断
し

な
い
ま
ま
減
免
を
行
う
こ
と
と
な

り
、
不
公
平
が
生
じ
ま
す
。

こ
の
た
め
申
告
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
よ
り
、
収
入
に
つ
き
ま

し
て
は
、
５
段
階
で
の
保
険
料
を

賦
課
す
る
と
き
に
対
象
と
さ
れ
て

い
な
い
非
課
税
年
金
（
遺
族
年

金
・
障
害
年
金
等
）
の
収
入
額
や

仕
送
り
に
よ
る
収
入
額
を
合
算
し

た
額
を
把
握
し
ま
す
。

ま
た
、
資
産
に
つ
い
て
は
、
預

貯
金
の
残
高
の
確
認
を
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
収
入
額
が
一
定

の
額
以
下
の
場
合
や
、
預
貯
金
の

残
高
が
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
限
り
減
免
措
置
の

対
象
と
し
、
減
免
を
公
平
に
措
置

し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

詳
し
い
こ
と
は
役
場
保
健
民
生

課
保
険
係
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

（
3
7－
2
1
1
1
）

日置町いじめ11
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